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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象車両を運転する運転者の運転状態の管理を支援する、管理支援システムであって、
　前記対象車両に搭載され、少なくとも前記対象車両の前方を連続動画情報として撮像す
る撮像装置と、
　前記対象車両に搭載され、前記対象車両の走行状態を監視する第一監視装置と、
　前記対象車両に搭載され、前記運転者の運転時体調状態を監視する第二監視装置と、
　前記対象車両に搭載され、前記第一監視装置及び前記第二監視装置からの情報を受信可
能に構成された指示端末と、
　前記指示端末又は前記撮像装置の少なくとも一方との間で無線通信が可能に構成された
サーバと、
　前記サーバに対して無線通信が可能に構成された管理者端末とを備え、
　前記第一監視装置は、前記走行状態が所定の第一監視条件を満たすと、前記走行状態に
対応する第一監視情報を前記指示端末に送信し、
　前記第二監視装置は、前記運転時体調状態が所定の第二監視条件を満たすと、前記運転
時体調状態に対応する第二監視情報を前記指示端末に送信し、
　前記指示端末は、
　　前記運転者の運転状態が要注意レベルであるかどうかを判定するための要注意判定条
件と、前記運転者の運転状態が前記要注意レベルを超えて、より深刻な要監視レベルであ
るかどうかを判定するための要監視判定条件とを記憶しており、
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　　前記第一監視装置から送信された前記第一監視情報と、前記第二監視装置から送信さ
れた前記第二監視情報とに基づいて、前記要注意判定条件を満たすか否かの判定を行うと
共に、前記要注意判定条件を満たすと判定した場合に、前記撮像装置に対して動画カット
指示信号を送信し、
　前記撮像装置は、前記指示端末から送信された前記動画カット指示信号を受信すると、
前記連続動画情報から前記動画カット指示信号の受信時刻を含む所定の時間幅の情報を抽
出して短時間動画情報を作成すると共に、前記短時間動画情報を、撮像された時刻に関す
る日時情報と、発信元である前記対象車両又は前記運転者を識別するための識別情報とを
関連付けて、前記指示端末を介して又は直接前記サーバに対して送信し、
　前記サーバは、前記短時間動画情報を格納し、
　前記指示端末は、前記運転者の運転状態が、前記要注意レベルを超えて前記要監視判定
条件を満たすと判定した場合には、前記運転者の運転状態が前記要監視レベルであること
を示す要監視通知情報を、前記短時間動画情報と共に前記サーバに対して送信し、
　前記サーバは、直ちに、前記短時間動画情報そのもの又は前記短時間動画情報が格納さ
れたアドレス情報と、前記要監視通知情報とを前記管理者端末に対して送信することを特
徴とする管理支援システム。
【請求項２】
　対象車両を運転する運転者の運転状態の管理を支援する、管理支援システムであって、
　前記対象車両に搭載され、少なくとも前記対象車両の前方を連続動画情報として撮像す
る撮像装置と、
　前記対象車両に搭載され、前記対象車両の走行状態を監視する第一監視装置と、
　前記対象車両に搭載され、前記運転者の運転時体調状態を監視する第二監視装置と、
　前記対象車両に搭載され、前記第一監視装置及び前記第二監視装置からの情報を受信可
能に構成された指示端末と、
　前記指示端末又は前記撮像装置の少なくとも一方との間で無線通信が可能に構成された
サーバと、
　前記指示端末に対して無線通信が可能に構成された管理者端末とを備え、
　前記第一監視装置は、前記走行状態が所定の第一監視条件を満たすと、前記走行状態に
対応する第一監視情報を前記指示端末に送信し、
　前記第二監視装置は、前記運転時体調状態が所定の第二監視条件を満たすと、前記運転
時体調状態に対応する第二監視情報を前記指示端末に送信し、
　前記指示端末は、
　　前記運転者の運転状態が要注意レベルであるかどうかを判定するための要注意判定条
件と、前記運転者の運転状態が前記要注意レベルを超えて、より深刻な要監視レベルであ
るかどうかを判定するための要監視判定条件とを記憶しており、
　　前記第一監視装置から送信された前記第一監視情報と、前記第二監視装置から送信さ
れた前記第二監視情報とに基づいて、前記要注意判定条件を満たすか否かの判定を行うと
共に、前記要注意判定条件を満たすと判定した場合に、前記撮像装置に対して動画カット
指示信号を送信し、
　前記撮像装置は、前記指示端末から送信された前記動画カット指示信号を受信すると、
前記連続動画情報から前記動画カット指示信号の受信時刻を含む所定の時間幅の情報を抽
出して短時間動画情報を作成すると共に、前記短時間動画情報を、撮像された時刻に関す
る日時情報と、発信元である前記対象車両又は前記運転者を識別するための識別情報とを
関連付けて、前記指示端末を介して又は直接前記サーバに対して送信し、
　前記サーバは、前記短時間動画情報を格納し、
　前記指示端末は、前記運転者の運転状態が、前記要注意レベルを超えて前記要監視判定
条件を満たすと判定した場合には、前記運転者の運転状態が前記要監視レベルであること
を示す要監視通知情報を、前記短時間動画情報と共に前記管理者端末に対して送信するこ
とを特徴とする管理支援システム。
【請求項３】
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　前記管理者端末は、前記サーバに対して無線通信が可能に構成されており、
　前記サーバは、前記短時間動画情報を格納すると、所定の時間内に当該格納されたアド
レスを含む情報を前記管理者端末に送信することを特徴とする、請求項１又は２に記載の
管理支援システム。
【請求項４】
　前記第一監視情報は、前記走行状態の危険度に応じて数値化されたポイント値に係る情
報を含み、
　前記第二監視情報は、前記運転者の非覚醒度に応じて数値化されたポイント値に係る情
報を含み、
　前記要注意判定条件は、前記危険度及び前記非覚醒度に応じて定められた、注意対象発
生時間間隔及び累積ポイント閾値に関する情報を含み、
　前記指示端末は、受信した前記第一監視情報及び前記第二監視情報、並びにその受信時
刻に基づき、前記注意対象発生時間間隔内における、前記第一監視情報及び前記第二監視
情報のポイント値の累積値が、前記累積ポイント閾値を上回る場合に、前記要注意判定条
件を満たすと判定することを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の管理支援
システム。
【請求項５】
　前記第一監視装置は、前記対象車両と当該対象車両の前方に位置する前方障害物との離
間距離、前記対象車両が走行中の車線の逸脱の有無、及び前記対象車両の加速度の少なく
とも一方を検知し、当該検知結果に基づいて予め設定された前記危険度を決定し、
　前記第二監視装置は、前記運転者の心拍及び脈波の少なくとも一方を検知し、当該検知
結果に基づいて予め設定された前記非覚醒度を決定することを特徴とする、請求項４に記
載の管理支援システム。
【請求項６】
　前記指示端末は、前記識別情報に応じた前記要注意判定条件を記憶していることを特徴
とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の管理支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、対象車両を運転する運転者の運転状態の管理を支援する、管理支援システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、運転者の生体信号をリアルタイムに取得すると共に、この生体信号を分析・解析
して運転に適さない体調状態と判断した場合には、休憩を促したり、アラームを発生して
覚醒させたりする装置が存在する。このような装置としては、脳波を感知して判断するも
のや（下記特許文献１参照）、心拍数、血圧、自律神経に関する情報から判断するもの（
下記特許文献２参照）などが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第６１３２３２７号公報
【特許文献２】特開２０１４－２７９６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　運転者の疲労度や眠気は、運転状態に大きく影響する。一般的に、運転者は、安全運転
を行うべく、疲労や眠気を感じた場合には、車両を停止させて休憩を取ることが奨励され
ている。
【０００５】



(4) JP 6714036 B2 2020.6.24

10

20

30

40

50

　一方で、運転者も人間であるため、搬送先である目的地点や事前に予定していた休憩地
点が近づいているなどの地理的環境要因や、なるべく早く目的地点に輸送物を届けたいと
いう心理的環境要因により、自身の体調を過信して運転を継続してしまう場合が起こり得
る。このような場合に、上記の各装置を車両に搭載しておけば、警告音の通知によって自
身の体調を客観的に知ることができると共に、休憩を取ることの動機付けとして作用させ
ることができる。
【０００６】
　運送業者は、複数の車両を保有すると共に、多数の運転者を雇用している。安全管理の
観点から、運送業者は、各運転者の運転状態を管理することを希望する場合が多い。しか
し、上記の各装置は、あくまで各車両内において警告音を発して、運転者に意識させるこ
とを目的として開発されたものである。つまり、各車両にこれらの装置を搭載したとして
も、離れた場所の各運転者の運転状態を管理することができない。
【０００７】
　運送業者においては、社内規定などによって、運行業務を終了すると、日報などを報告
する義務を課しているところが多い。上述したように、運転者は、運転中に上記警告音が
通知されたことを認識しているため、例えばこのような通知があったことを日報に記載す
ることで、運行管理者は、運転者の日々の運転状態を間接的に把握することは可能である
。しかし、現実的に、運転者も人間であるため、警告音が通知された状況をつぶさに記憶
できておらず、また、警告音の通知回数が多い場合には、それらを全て報告することは難
しい。
【０００８】
　ところで、近年の業務車両には、ドライブレコーダーと呼ばれる動画撮像記録装置が内
蔵されている場合が多い。この装置によれば、運転時の状況が動画によって記録される。
このため、運行管理者が定期的にこの動画を確認することで、運転者の運転状態を確認す
ることは、理論的には可能である。しかし、多くの運転者を雇用する運送業者においては
、運行管理者が管理する対象となる運転者の数が必然的に多くなる上、ドライブレコーダ
ーにおいて撮像された動画の時間は各運転者の運転時間に対応するため、運行管理者が全
ての動画を確認することは現実的に不可能である。
【０００９】
　一般に、ドライブレコーダーは、実際に事故やトラブルが発生した場合に、後にその原
因を検証するために、動画の撮像・記録を行うことを目的として設置されている。規模の
大きい運送業者においては、保有する車両台数が数百台～数千台と極めて多く、これらの
車両全てに搭載されているドライブレコーダーで撮像された動画を、全てサーバに格納す
ることは、格納された動画を利用する頻度と、格納に必要な記憶媒体の数（大きさ）との
兼ね合いを考慮するとおよそ現実的ではない。実際には、数日若しくは一週間といった所
定の日数が経過するごとに、動画情報は削除されるのが一般的である。そして、上述した
事情により、これらの動画情報は、事故やトラブルが発生しない限り、ほとんど見られる
ことなく削除されている。
【００１０】
　労働災害における経験則として、重大な事故の陰には、多くのヒヤリ・ハット事象（Me
dical incident）が含まれていることが知られている。本発明者らは、このようなヒヤリ
・ハット相当の事象が生じた場合に、運転者や運行管理者が当該事象に対応した動画を簡
易に確認することのできるシステムが存在すれば、当該運転者に対して運転意識の向上を
働きかけることが可能になると考えた。しかしながら、現時点において、このようなシス
テムは存在していない。
【００１１】
　本発明は、上記の課題に鑑み、運転者の運転状態が要注意レベルである場合に、当該状
態下での運転状況を記録した動画を簡易な方法で確認することを可能にした、管理支援シ
ステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
　本発明は、対象車両を運転する運転者の運転状態の管理を支援する、管理支援システム
であって、
　前記対象車両に搭載され、少なくとも前記対象車両の前方を連続動画情報として撮像す
る撮像装置と、
　前記対象車両に搭載され、前記対象車両の走行状態を監視する第一監視装置と、
　前記対象車両に搭載され、前記運転者の運転時体調状態を監視する第二監視装置と、
　前記対象車両に搭載され、前記第一監視装置及び前記第二監視装置からの情報を受信可
能に構成された指示端末と、
　前記指示端末又は前記撮像装置の少なくとも一方との間で無線通信が可能に構成された
サーバとを備え、
　前記第一監視装置は、前記走行状態が所定の第一監視条件を満たすと、前記走行状態に
対応する第一監視情報を前記指示端末に送信し、
　前記第二監視装置は、前記運転時体調状態が所定の第二監視条件を満たすと、前記運転
時体調状態に対応する第二監視情報を前記指示端末に送信し、
　前記指示端末は、
　　前記運転者の運転状態が要注意レベルであるかどうかを判定するための要注意判定条
件を記憶しており、
　　前記第一監視装置から送信された前記第一監視情報と、前記第二監視装置から送信さ
れた前記第二監視情報とに基づいて、前記要注意判定条件を満たすか否かの判定を行うと
共に、前記要注意判定条件を満たすと判定した場合に、前記撮像装置に対して動画カット
指示信号を送信し、
　前記撮像装置は、前記指示端末から送信された前記動画カット指示信号を受信すると、
前記連続動画情報から前記動画カット指示信号の受信時刻を含む所定の時間幅の情報を抽
出して短時間動画情報を作成すると共に、前記短時間動画情報を、撮像された時刻に関す
る日時情報と、発信元である前記対象車両又は前記運転者を識別するための識別情報とを
関連付けて、前記指示端末を介して又は直接前記サーバに対して送信し、
　前記サーバは、前記短時間動画情報を格納することを特徴とする。
【００１３】
　本明細書において、「管理者」とは、必ずしも法律上の「運行管理者」である必要はな
く、「管理者端末」に対する操作権限を有する者を指す。
【００１４】
　本発明に係る管理支援システムに含まれる指示端末は、対象車両に搭載された、第一監
視装置及び第二監視装置から送信される情報に基づいて、運転者の運転状態が要注意レベ
ルであるかどうかを判定する。第一監視装置は、対象車両の走行状態を監視する装置であ
る。第二監視装置は、運転者の運転時体調状態を監視する装置である。
【００１５】
　第一監視装置は、対象車両の走行状態が所定の第一監視条件を満たすと、当該走行状態
に対応した情報（第一監視情報）を指示端末に送信する。例えば、対象車両が急ブレーキ
を掛けた場合や、対象車両と前方障害物（車両や歩行者など）との離間距離が短くなった
場合、第一監視装置は、これらの状況を検知すると共に、当該検知された状況に対応した
第一監視情報を指示端末に送信する。
【００１６】
　第二監視装置は、運転者の運転時体調状態が所定の第二監視条件を満たすと、当該体調
状態に対応した情報（第二監視情報）を指示端末に送信する。例えば、第二監視装置は、
生体情報などに基づいて、運転者が疲労感に襲われている可能性があることを検知した場
合、当該検知された状況に対応した第二監視情報を指示端末に送信する。
【００１７】
　指示端末は、第一監視装置及び第二監視装置からの上記情報が受信可能な構成であって
、好ましくはサーバとの間でも通信可能な構成である。例えば、スマートフォンやタブレ
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ットＰＣなどの汎用品であっても構わないし、専用機器であっても構わない。
【００１８】
　第一監視装置や第二監視装置は、それぞれの装置単独で運転の安全性を担保することを
意図して、監視条件（第一監視条件、第二監視条件）が厳格に設定されていることが想定
される。
【００１９】
　例えば、第一監視装置であれば、隣の車線から他の車両が急に割り込んできた場合、車
間距離が狭くなったことを検知して第一監視条件を満たしていると判断する場合があり得
る。すなわち、運転者の運転状態には特に問題がないものの、他の車両の走行状態に影響
して走行状態が第一監視条件を満たしてしまう場合がある。
【００２０】
　また、第二監視装置は、運転時体調状態を監視する装置であり、一例として、運転者の
生体信号に基づいて監視する。しかし、運転者の生体信号が示す値と、実際の運転者の体
調との相関関係は、運転者ごとに個人差が存在する。このため、第二監視装置の監視結果
のみからは、運転者に疲労感や眠気が存在しているかどうかを真に判断することが難しい
。
【００２１】
　本発明に係る管理支援システムが備える操作端末は、予め、第一監視装置から送信され
た第一監視情報と、第二監視装置から送信された第二監視情報とに基づいて、運転状態が
要注意レベルであるかどうかを判定するための要監視判定条件を記憶している。対象車両
の走行状態と運転者の運転時体調状態とが一定の条件を満たした場合には、運転状態が要
注意レベルに該当し、いわゆるヒヤリ・ハット事象に該当する運転状態であったことが考
えられる。
【００２２】
　前記指示端末は、前記第一監視情報と前記第二監視情報とに基づき、運転者の運転状態
が要注意レベルであると判定した場合に限り、撮像装置に対して所定の信号（動画カット
指示信号）を送信する。
【００２３】
　上述したように、撮像装置は、対象車両内に搭載されており、少なくとも対象車両の前
方を連続動画情報として撮像している。この動画情報は、好ましくは、撮像装置が備える
記憶媒体に一時的に記録される。撮像装置は、対象車両の前方の他、側方や後方などの対
象車両の近傍、運転者の表情などを併せて撮像・録画するものとしても構わない。
【００２４】
　撮像装置は、指示端末から送信された動画カット指示信号を受信すると、連続動画情報
から動画カット指示信号の受信時刻を含む所定の時間幅の情報を抽出して短時間動画情報
を作成する。本システムが備える撮像装置は、このように連続的な動画データから一部の
動画データを抽出する演算処理手段を有するものとして構わない。
【００２５】
　撮像装置は、このようにして作成された短時間動画情報を、撮像された時刻に関する日
時情報と、対象車両又は運転者を識別するための識別情報とを関連付けて、指示端末を介
して、又は直接サーバに対して送信する。この短時間動画情報は、サーバに格納される。
【００２６】
　かかる構成によれば、サーバには、本システムにおいてヒヤリ・ハット事象相当の運転
状態であると判断された事象のみが、自動的に短時間動画として格納される。このため、
例えば運転者は、管理者（運行管理者）の管理の下、当日の業務終了後や翌日といった、
対象となる運転を行った日から比較的近い日でも、容易に該当する動画を確認することが
でき、運転意識の向上につなげることができる。
【００２７】
　ところで、ドライブレコーダーなどの撮像装置で録画された連続動画情報を、撮像装置
側から全てリアルタイムでサーバにアップロードしてサーバ側で格納し、管理者などから
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の操作指示に基づいて、サーバに格納された連続動画情報から該当する事象が発生した時
刻を含む短時間の動画を作成するという方法も理論的には可能である。
【００２８】
　しかしながら、上述したように、規模の大きい運送業者においては、数百台～数千台と
いった膨大な車両を管理しており、このような状況下において、各車両で撮像された連続
動画情報をいったんサーバに格納するという処理を行うためには、サーバに対する負荷が
かかったり、大量の情報を格納するための必要な記憶媒体を準備するための費用や、膨大
な通信費用が発生するため、極めて多くの投資が必要となり、現実的ではない。また、車
両がｋｍオーダーの長距離トンネルや地下道路を走行中であるような場合には、撮像装置
とサーバとの通信状態が不通になるケースが発生し得る。
【００２９】
　これに対し、本発明に係るシステムによれば、指示端末によって、運転者の運転状態が
要注意レベルであると判定された場合に限って、動画情報をサーバに送信すればよく、し
かも、当該送信される動画情報は、予め連続動画情報から所定の時間幅だけがカットされ
て得られた短時間動画情報であるため、必要な通信量やサーバ側に要求される記憶容量は
、極めて少なくて済む。このため、運送業者が本システムを導入する際の投資コストは極
めて抑制される。
【００３０】
　そして、上述したように、サーバに格納される短時間動画情報は、予めヒヤリ・ハット
事象相当の運転状態に該当する事象を含む短時間（例えば５～１０秒程度）の動画である
ため、業務終了後に運転者や管理者が容易に見返すことができる。
【００３１】
　前記管理支援システムは、更に、前記サーバに対して無線通信が可能に構成された管理
者端末を備え、
　前記指示端末は、
　　前記要注意判定条件と共に、前記運転者の運転状態が前記要注意レベルよりも深刻な
要監視レベルであるかどうかを判定するための要監視判定条件を記憶しており、
　　前記運転者の運転状態が前記要監視判定条件を満たすと判定した場合には、前記運転
者の運転状態が要監視レベルであることを示す要監視通知情報を、前記短時間動画情報と
共に前記サーバに対して送信し、
　前記サーバは、直ちに、前記短時間動画情報そのもの又は前記短時間動画情報が格納さ
れたアドレス情報と、前記要監視通知情報とを前記管理者端末に対して送信するものとし
ても構わない。
【００３２】
　また、別の態様として、前記管理支援システムは、前記指示端末に対して無線通信が可
能に構成された管理者端末を備え、
　前記指示端末は、
　　前記要注意判定条件と共に、前記運転者の運転状態が前記要注意レベルよりも深刻な
要監視レベルであるかどうかを判定するための要監視判定条件を記憶しており、
　　前記運転者の運転状態が前記要監視判定条件を満たすと判定した場合には、前記運転
者の運転状態が要監視レベルであることを示す要監視通知情報を、前記短時間動画情報と
共に前記管理者端末に対して送信するものとしてもよい。
【００３３】
　これらの構成によれば、運転者の運転状態が、要注意レベルを超えて要監視レベルであ
るような場合にのみ、管理者端末に対して、その旨の通知と当該該当事象に対応した短時
間動画情報そのもの又は当該動画が格納されたアドレスが通知される。管理者は、管理者
端末に対する当該通知を検知すると、直ちに対応する動画を確認することで、運転者の運
転状態をほぼ近似的なリアルタイム状況で把握することができる。そして、管理者は、必
要に応じて、例えば、携帯電話、無線通信などの手段を用いて運転者に対して現在の体調
などの確認することができる。
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【００３４】
　これにより、管理者は、運転者の運転状態が真に監視が必要な状態である場合に、該当
する状況の動画を確認した上で、運転者に対して確認・連絡を行うことができるため、運
転者の個々の状況に応じて適切な指示が行える。
【００３５】
　また、前記管理支援システムは、前記サーバに対して無線通信が可能に構成された管理
者端末を備え、
　前記サーバは、前記短時間動画情報を格納すると、所定の時間内に当該格納されたアド
レスを含む情報を前記管理者端末に送信するものとしても構わない。
【００３６】
　より具体的には、
　前記第一監視情報は、前記走行状態の危険度に応じて数値化されたポイント値に係る情
報を含み、
　前記第二監視情報は、前記運転者の非覚醒度に応じて数値化されたポイント値に係る情
報を含み、
　前記要注意判定条件は、前記危険度及び前記非覚醒度に応じて定められた、注意対象発
生時間間隔及び累積ポイント閾値に関する情報を含み、
　前記指示端末は、受信した前記第一監視情報及び前記第二監視情報、並びにその受信時
刻に基づき、前記注意対象発生時間間隔内における、前記第一監視情報及び前記第二監視
情報のポイント値の累積値が、前記累積ポイント閾値を上回る場合に、前記要注意判定条
件を満たすと判定するものとすることができる。
【００３７】
　例えば、運転者が眠気や疲労感を有している場合には、急ブレーキ、急加速、急ハンド
ルなどの特定の走行状態の発現頻度が高くなる傾向にある。また、このように運転者が眠
気や疲労感を有している場合、第二監視装置が、運転者の生体信号に基づいて運転者の運
転時体調状態を非覚醒度が高い状態であると判断する頻度が高まる。すなわち、上記管理
支援システムによれば、限られた時間内に、ある一定以上の頻度で、ある程度高い危険度
及び／又はある程度高い非覚醒度を示す状態が検知された場合に、指示端末によって、運
転者の運転状態が要注意ベルであると判定され、撮像装置に対して動画カット指示信号が
送信され、撮像装置側で短時間動画情報が作成される。
【００３８】
　より具体的には、
　前記第一監視装置は、前記対象車両と当該対象車両の前方に位置する前方障害物（車両
、歩行者など）との離間距離、前記対象車両が走行中の車線の逸脱の有無、及び前記対象
車両の加速度の少なくとも一方を検知し、当該検知結果に基づいて予め設定された前記危
険度を決定し、
　前記第二監視装置は、前記運転者の心拍及び脈波の少なくとも一方を検知し、当該検知
結果に基づいて予め設定された前記非覚醒度を決定するものとすることができる。
【００３９】
　前記指示端末は、前記識別情報に応じた前記要注意判定条件を記憶しているものとして
も構わない。
【００４０】
　運転者の運転時体調状態を監視する第二監視装置から得られる情報と、実際の運転者の
真の体調（眠気、疲労度）との相関関係には、個人差が存在し得る。また、運転者の運転
年数や運転技術などによって、対象車両の走行状態を監視する第一監視装置から得られる
情報と、実際の走行状態の危険度との相関関係には、個人差が存在し得る。上記構成によ
れば、各運転者の個人特性を考慮した、要注意判定条件を設定することができるため、運
転者の運転状態が要注意レベルであるかどうかの判定精度を、より向上させることができ
る。
【００４１】
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　また、前記指示端末は、前記識別情報に応じた前記要注意判定条件を記憶しているもの
としても構わない。更に、この場合において、前記指示端末は、前記運転者の過去の第一
監視情報や第二監視情報が取得された環境因子、及び／又は、前記対象車両を運転する前
における体調状態（運転前体調状態）に基づいて、前記要注意判定条件を補正可能に構成
されているものとしても構わない。また、同様の方法で、前記要監視判定条件が補正可能
に構成されていても構わない。
【００４２】
　例えば、運転者が運転前の状態で、体温が平熱よりも少し高い場合には、通常時よりも
疲労しやすいことが予想される。また、例えば、運転者が運転前の状態で、自律神経の状
態が好ましくない場合などにおいては、通常時よりも眠気が生じやすくなったり、漫然運
転をしがちになることが予想される。このような場合には、例えば、指示端末が当該運転
者の要注意判定条件や要監視判定条件を、通常よりも厳格になるように補正する。特に要
監視判定条件が厳格化されることで、通常であれば管理者端末に対して要監視通知情報（
及び短時間動画情報）が通知されないようなケースであっても、管理者端末に対して通知
されるため、管理者が当該運転者を重点的に監視することができる。
【００４３】
　また、前記指示端末は、前記識別情報に応じて、前記時間幅の情報を記憶しており、前
記要注意判定条件を満たすと判定した場合に、前記撮像装置に対して前記動画カット指示
信号と共に前記時間幅の情報を送信し、
　前記撮像装置は、前記連続動画情報から、前記動画カット指示信号の受信時刻を含む、
前記指示端末より送信された前記時間幅の情報を抽出して前記短時間動画情報を作成する
ものとしても構わない。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明の管理支援システムによれば、運転者の運転状態が要注意レベルである場合に、
当該状態下での運転状況を記録した動画を簡易な方法で確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】管理支援システムの第一実施形態の全体構成を模式的に示すブロック図である。
【図２】第一監視装置の内部構成を模式的に示すブロック図である。
【図３】第一監視条件の一例と、各条件に係る走行状態の危険度に応じて数値化された情
報との対応関係を示す表である。
【図４】第二監視装置の内部構成を模式的に示すブロック図である。
【図５】運転者の各種生体信号に基づいて判定部によって特定された運転時体調状態の例
と、各状態に対応する判定値との対応関係を示す表である。
【図６】撮像装置の内部構成を模式的に示すブロック図である。
【図７】対象車両内に搭載されている撮像部の位置を模式的に示す図面である。
【図８】映像処理部が連続動画情報から短時間動画情報を作成する処理の内容を模式的に
示す図面である。
【図９】指示端末の内部構成を模式的に示すブロック図である。
【図１０】サーバの記憶部に格納される短時間動画情報のデータ列形式を模式的に示す図
面である。
【図１１】管理者端末の表示部に表示される内容の一例を模式的に示す図面である。
【図１２】管理支援システムの第一実施形態の処理フローを模式的に示すフローチャート
である。
【図１３Ａ】第一監視装置の内部構成を模式的に示す別のブロック図である。
【図１３Ｂ】第二監視装置の内部構成を模式的に示す別のブロック図である。
【図１４】管理支援システムの第二実施形態の全体構成を模式的に示すブロック図である
。
【図１５】管理支援システムの第二実施形態の処理フローを模式的に示すフローチャート
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である。
【図１６】管理者端末の表示部に表示される内容の一例を模式的に示す図面である。
【図１７】管理支援システムの第三実施形態の全体構成を模式的に示すブロック図である
。
【図１８】管理支援システムの第三実施形態の処理フローを模式的に示すフローチャート
である。
【図１９】管理支援システムの第三実施形態に備えられる指示端末の内部構成と送受信デ
ータを模式的に示すブロック図である。
【図２０】自律神経の状態を評価する際の指標の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　［第一実施形態］
　本発明に係る管理支援システムの第一実施形態につき、図面を参照して説明する。この
管理支援システムは、対象車両を運転する運転者の運転状態の管理を支援する用途に利用
される。
【００４７】
　図１は、管理支援システムの全体構成を模式的に示すブロック図である。本実施形態に
おいて、管理支援システム１は、対象車両１０、サーバ６０、及び管理者端末８０を備え
て構成される。
【００４８】
　＜対象車両１０＞
　対象車両１０は、運転者２によって運転される車両である。本実施形態では、対象車両
１０が、貨物を運送するためのトラックである場合を例に挙げて説明するが、運転者２が
運転して複数の地点間を往来する用途で用いられる車両であれば、バス、タクシーなど、
他の車両であっても構わない。
【００４９】
　対象車両１０は、車両内に搭載された、第一監視装置２０、第二監視装置３０、撮像装
置４０、及び指示端末５０を備える。
【００５０】
　第一監視装置２０及び第二監視装置３０は、いずれも指示端末５０との間で、無線又は
有線による通信が可能に構成されている。この通信の形式は限定されず、例えば、Blueto
oth（登録商標）、Wi-Fi（登録商標）、赤外線通信、その他の専用通信、インターネット
などを利用することができる。また、指示端末５０は、撮像装置４０との間で、無線又は
有線による通信が可能に構成されている。以下、各装置の詳細について説明する。
【００５１】
　　（第一監視装置２０）
　第一監視装置２０は、対象車両１０の走行状態を監視する装置である。より詳細には、
図２に示されるように、第一監視装置２０は、対象車両１０の走行状態を検知する検知部
２１、検知部２１で検知された結果に基づいて、対象車両１０の走行状態が所定の監視条
件を満たしているかどうかを判定する判定部２２、及び所定の情報を指示端末５０に送信
するための送信部２４を備える。
【００５２】
　検知部２１は、対象車両１０の加速度を検知する加速度センサや、前方障害物（車両や
歩行者など）との離間距離、及び／又は車線逸脱状況を検知する撮像センサを含む。更に
、第一監視装置２０は、対象車両１０の速度を検知する速度センサを含むものとしてもよ
い。更に、検知部２１は、対象車両の周囲にある信号や道路標識を含んで撮像し、対象車
両の運転状態がこれら信号等に違反していないか検知可能な別の撮像センサを含むものと
してもよい。これらのセンサの一部は、対象車両１０自体に搭載されたセンサで構成され
ていても構わない。
【００５３】
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　判定部２２は、検知部２１で検知された対象車両１０の各種情報に基づいて、対象車両
１０の走行状態が所定の監視条件（以下、「第一監視条件」という。）を満たしているか
どうかを判定する演算処理部であり、専用のソフトウェア及び／又はハードウェアで構成
される。第一監視条件は、予め第一監視装置２０内の記憶部（不図示）に記憶されている
。
【００５４】
　図３は、第一監視条件の一例を示す表である。なお、図３及び後述する図５では、監視
条件の判定値として「ｍ－ｎ」（ｍ，ｎはいずれも数字）という表記をしているが、これ
は前者の「ｍ」がデータの取得元の装置（センサ）の種類を示すものであり、後者の「ｎ
」が条件の内容を数値に置き換えて示したものである。すなわち、「ｍ－ｎ」という表記
によって、該当した条件の種別が識別される。データの取得元の装置とは、第一監視装置
２０か第二監視装置３０か、及び／又は、第一監視装置２０内における加速度センサか撮
像センサか（センサが複数ある場合にはどのセンサか）、などに対応する。判定値の表記
方法は一例であり、この方法に限定されない。
【００５５】
　また、図３及び後述する図５に示す「ポイント」とは、該当する監視条件に対応した運
転者２の走行状態の危険度を数値化したものである。このポイントは、後述する所定の期
間内に累積加算される。これらの図に示されているポイントの数値はあくまで一例である
。
【００５６】
　（１）対象車両１０が、所定速度以上（例えば時速５５ｋｍ以上）で走行中、ウインカ
ーを出さずに対象車両１０が車線を跨いだことを検知部２１が検知すると、判定部２２は
、この走行状態に対して、判定値１－１（左車線）、又は判定値１－２（右車線）を設定
する。また、判定部２２は、前記各状況において、危険度ポイントを２ポイントに設定す
る。
【００５７】
　（２）検知部２１によって検知された情報に基づき、判定部２２は、対象車両１０がそ
のままの車速で走り続けた時に、前方の車両がいた地点へ到達する秒数が所定以下（例え
ば３秒以下）になることを判定すると、この走行状態に対して、判定値１－３を設定する
。また、判定部２２は、前記状況において、危険度ポイントを７ポイントに設定する。
【００５８】
　（３）検知部２１によって検知された情報に基づき、判定部２２は、対象車両１０が低
速（例えば時速３０ｋｍ以下）で走行中、対象車両１０の車体が予め設定された仮想バン
パー範囲内に入ることを判定すると、この走行状態に対して、判定値１－４を設定する。
また、判定部２２は、前記状況において、危険度ポイントを８ポイントに設定する。
【００５９】
　（４）検知部２１によって検知された情報に基づき、判定部２２は、対象車両１０がそ
のままの車速で走り続けた時に、所定秒（例えば２．５秒）以内に前方車両に衝突する危
険性があることを判定すると、この走行状態に対して、判定値１－５を設定する。また、
判定部２２は、前記状況において、危険度ポイントを８ポイントに設定する。
【００６０】
　（５）検知部２１によって検知された情報に基づき、判定部２２は、走行中に対象車両
１０が前方の歩行者に衝突する危険性があることを判定すると、この走行状態に対して、
判定値１－６を設定する。また、判定部２２は、前記状況において、危険度ポイントを１
０ポイントに設定する。
【００６１】
　（６）検知部２１によって検知された加速度の変化に基づき、判定部２２は、対象車両
１０に発生したＧの大きさに応じて、この走行状態に対して、判定値２－１（危険度小）
，２－２（危険度中），２－３（危険度大）を設定する。判定値２－３が最も危険度が高
い運転である。また、判定部２２は、前記各状況において、危険度ポイントをそれぞれ２
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ポイント、５ポイント、８ポイントに設定する。
【００６２】
　なお、この判定に際して、判定部２２はエンジンが始動したタイミングを検知し、同タ
イミングでの加速度の変化については第一監視条件から排除するものとしても構わない。
【００６３】
　第一監視装置２０は、判定部２２において、対象車両１０の走行状態が、上記の例に示
されるような条件（第一監視条件）を満たすことが判定されると、送信部２４から、この
時点における対象車両１０の走行状態を示す情報（第一監視情報ｄ１）を指示端末５０に
対して送信する。この第一監視情報ｄ１には、図３に示した各判定値及びポイント値が含
まれる。
【００６４】
　　（第二監視装置３０）
　第二監視装置３０は、運転者２の運転時における体調状態を監視する装置である。より
詳細には、図４に示されるように、第二監視装置３０は、運転者２の運転時体調状態を検
知する検知部３１、検知部３１で検知された結果に基づいて、運転者２の運転時体調状態
が所定の警告条件を満たしているかどうかを判定する判定部３２、及び所定の情報を指示
端末５０に送信するための送信部３４を備える。
【００６５】
　検知部３１は、例えば運転者２が着座するシートに設けられたセンサによって構成され
、運転者２の心拍、脈波などの生体信号を検知する。一例として圧力センサを利用するこ
とができる。また更に、運転者の顔画像を取得して、居眠りや眠気などの状態や、画像解
析に基づいて生体情報を取得する状態センサを利用することができる。
【００６６】
　判定部３２は、検知部３１で検知された運転者２の各種生体信号に基づいて、運転者２
の運転時体調状態を特定すると共に、特定された運転時体調状態が所定の監視条件（以下
、「第二監視条件」という。）を満たしているかどうかを判定する演算処理部であり、専
用のソフトウェア及び／又はハードウェアで構成される。第二監視条件は、予め第二監視
装置３０内の記憶部（不図示）に記憶されている。
【００６７】
　図５は、運転者２の各種生体信号に基づいて判定部３２によって特定された運転時体調
状態の例と、各状態に対応する判定値の対応関係である。
【００６８】
　（１）判定部３２は、検知部３１において検知された生体信号の情報に基づき、運転者
２の着座が確認できないと判断した場合には、運転者２の運転時体調状態に対して、判定
値３－０を設定する。判定部３２は、この状況に対しては、危険度ポイントを０ポイント
に設定する。なお、この設定はなくても構わない。
【００６９】
　（２）判定部３２は、検知部３１において検知された生体信号の情報に基づき、運転者
２の交感神経が亢進されており興奮状態であると判断した場合には、運転者２の運転時体
調状態に対して判定値３－１を設定し、運転者２に対して疲労感が全く又はほとんどない
と判断した場合には、運転者２の運転時体調状態に対して判定値３－２を設定する。また
、判定部３２は、前記各状況において、危険度ポイントをそれぞれ０ポイント、５ポイン
トに設定する。これらの状況は、運転者２の非覚醒度が比較的低い（覚醒度が比較的高い
）状態に対応する。
【００７０】
　ただし、判定値３－２として判定される状況は、運転者２が漫然と運転をしている場合
にも該当するため、本実施形態の例では、危険度ポイントが５ポイントに設定されている
。
【００７１】
　（３）判定部３２は、検知部３１において検知された生体信号の情報に基づき、運転者
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２に対して眠気が訪れやすい状態であると判断した場合には、運転者２の運転時体調状態
に対して判定値３－３を設定し、運転者２に対して疲労感が感じられると判断した場合に
は、運転者２の運転時体調状態に対して判定値３－４を設定する。また、判定部３２は、
前記各状況において、危険度ポイントをそれぞれ７ポイントに設定する。判定値３－３及
び３－４は、運転者２の非覚醒度があまり低くない（覚醒度があまり高くない）状態に対
応する。
【００７２】
　（４）判定部３２は、検知部３１において検知された生体信号の情報に基づき、運転者
２が眠気を有していると判断した場合には、運転者２の運転時体調状態に対して判定値３
－５を設定し、運転者２の入眠の予兆が検知されると判断した場合には、運転者２の運転
時体調状態に対して判定値３－６を設定する。また、判定部３２は、前記各状況において
、危険度ポイントをそれぞれ８ポイントに設定する。判定値３－５及び３－６は、運転者
２の非覚醒度が高い（覚醒度が低い）状態に対応する。
【００７３】
　（５）判定部３２は、検知部３１において検知された生体信号の情報に基づき、運転者
２が覚低状態（覚醒低下状態）を検知できないと判断した場合には、運転者２の運転時体
調状態に対して判定値３－７を設定し、運転者２が切迫睡眠又は確実に睡眠状態であると
判断した場合には、運転者２の運転時体調状態に対して判定値３－８を設定する。また、
判定部３２は、前記各状況において、危険度ポイントをそれぞれ１０ポイントに設定する
。判定値３－７及び３－８は、運転者２の非覚醒度が極めて高い（覚醒度が極めて低い）
状態に対応する。
【００７４】
　第二監視装置３０は、判定部３２において、運転者２の運転時体調状態が、上記の例に
示されるような条件（第二監視条件）を満たすことが判定されると、送信部３４から、こ
の時点における運転者２の運転時体調状態を示す情報（第二監視情報ｄ２）を、指示端末
５０に対して送信する。この第二監視情報ｄ２には、図５に示した各判定値及びポイント
値が含まれる。
【００７５】
　　（撮像装置４０）
　撮像装置４０は、対象車両１０に搭載され、少なくとも対象車両１０の前方を連続動画
情報として撮像する。より詳細には、撮像装置４０は、図６に示されるように、映像を撮
像する撮像部４２の他、指示端末５０との間で情報の送受信を行う送受信部４１、撮像部
４２で撮像された連続動画情報が格納される記憶部４３、及び記憶部４３に記憶された連
続動画情報に対して後述する処理を行う映像処理部４４を備える。
【００７６】
　なお、本実施形態では、撮像部４２は、図７に示すように、対象車両１０の前方を撮像
する撮像部４２ａ、運転者２（対象車両１０の車内）を撮像する撮像部４２ｂ、及び対象
車両１０の後方を撮像する撮像部４２ｃを含む。以下では、撮像部４２ａ、撮像部４２ｂ
、及び撮像部４２ｃを、「撮像部４２」と総称する。
【００７７】
　撮像部４２は、ＣＭＯＳやＣＣＤなどからなる公知の撮像センサを含む撮像手段である
。撮像部４２は、対象車両１０のエンジンが稼働中、又は対象車両１０に車両用キーが装
着されている間は、常時撮像される。撮像部４２によって撮像された連続動画情報は、記
憶部４３に逐次送信され、撮像時刻と共に記憶部４３内に記憶される。
【００７８】
　記憶部４３は、フラッシュメモリ、ハードディスクなどの記憶媒体で構成される。好ま
しくは、記憶部４３は着脱可能に構成される。記憶部４３は、１日以上数日間（例えば３
日間）の連続動画情報が格納可能な記憶容量を備えている。
【００７９】
　映像処理部４４は、記憶部４３に格納されている連続動画情報から、指定された時刻を



(14) JP 6714036 B2 2020.6.24

10

20

30

40

50

含む所定の時間幅の動画情報を生成する処理を行う演算処理手段であり、専用のソフトウ
ェア及び／又はハードウェアで構成される。すなわち、この処理は、連続動画情報から、
短時間の動画情報を抽出・生成する処理であり、以下では、かかる処理によって生成され
た動画情報を「短時間動画情報」と称する。
【００８０】
　より詳細には、撮像装置４０の送受信部４１が、指示端末５０から送信された動画カッ
ト指示信号ｃｉを受信すると、図８に示すように、映像処理部４４は、記憶部４３に格納
されている連続動画情報ｄＭＬから、この動画カット指示信号ｃｉを受信した時刻Ｔを含
む所定の時間幅（ここでは受信時刻の前後３～５秒間とする。）の情報、すなわち時刻「
Ｔ－５秒」から時刻「Ｔ＋３秒」までの８秒間の情報を抽出して、短時間動画情報ｄｍｓ
を生成する。そして、送受信部４１は、短時間動画情報ｄｍｓを指示端末５０に対して送
信する。
【００８１】
　なお、図７に図示されるように、撮像装置４０が複数の撮像部４２（４２ａ，４２ｂ，
４２ｃ）を備える場合は、映像処理部４４は、各撮像部４２で撮像されたそれぞれの連続
動画情報ｄＭＬ（ｄＭＬａ、ｄＭＬｂ、ｄＭＬｃ）を基に、１画面の中に全ての動画が同
時に表示されるよう合成処理する。その後、合成処理された連続動画情報から短時間動画
情報ｄｍｓ（ｄｍｓａ、ｄｍｓｂ、ｄｍｓｃ）を生成する。この時、各撮像部４２で撮像
された動画の大きさや画枠については均等となるよう構成しても良いし、大画面と小画面
とを組合せて構成するようにしても良い。無論、同一動画を構成することなく、それぞれ
の連続動画情報ｄＭＬ（ｄＭＬａ、ｄＭＬｂ、ｄＭＬｃ）を個々に切り出して短時間動画
情報ｄｍｓ（ｄｍｓａ、ｄｍｓｂ、ｄｍｓｃ）を生成するようにしても良い。
【００８２】
　なお、撮像装置４０において、撮像部４２と、他の処理部（送受信部４１、記憶部４３
、映像処理部４４）とは、離れた場所に設置されているものとしても構わない。すなわち
、送受信部４１、記憶部４３、及び映像処理部４４が所定の筐体内に格納されており、各
撮像部４２（４２ａ，４２ｂ，４２ｃ）と筐体とが信号線によって有線接続されることで
、撮像部４２で撮像された連続動画情報ｄＭＬが信号線を通じて記憶部４３に送信される
ものとすることができる。
【００８３】
　　（指示端末５０）
　指示端末５０は、第一監視装置２０、第二監視装置３０、撮像装置４０、及びサーバ６
０との間で通信可能に構成されている。より詳細には、指示端末５０は、図９に示される
ように、送受信部５１、記憶部５２、及び判定処理部５３を備える。
【００８４】
　送受信部５１は、第一監視装置２０、第二監視装置３０、撮像装置４０、及びサーバ６
０との間で情報の送受信を行うためのインタフェースである。記憶部５２は、所定の情報
、及び撮像装置４０及びサーバ６０から送信された情報を格納する記憶媒体であり、フラ
ッシュメモリ、ハードディスクなどで構成される。判定処理部５３は、第一監視装置２０
から送信された第一監視情報ｄ１、及び第二監視装置３０から送信された第二監視情報ｄ
２に基づいて、動画カット指示信号ｃｉを生成する演算処理手段である。
【００８５】
　本実施形態では、指示端末５０がスマートフォン、タブレットＰＣ、又はノートブック
ＰＣで構成され、判定処理部５３は、指示端末５０にインストールされている専用のソフ
トウェア（アプリケーションプログラム）であるものとして説明する。ただし、指示端末
５０が、上記機能を備えた専用機器であっても構わない。
【００８６】
　上述したように、第一監視装置２０は、判定部２２において、対象車両１０の走行状態
が第一監視条件を満たすことが判定されると、対象車両１０の走行状態を示す第一監視情
報ｄ１を指示端末５０に対して送信する。同様に、第二監視装置３０は、判定部３２にお
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いて、運転者２の運転時体調状態が第二監視条件を満たすことが判定されると、運転者２
の運転時体調状態を示す第二監視情報ｄ２を、指示端末５０に対して送信する。
【００８７】
　指示端末５０の記憶部５２には、予め運転者２の運転状態が要注意レベルであるかどう
かを判定するための要注意判定条件が記憶されている。要注意判定条件の例としては、注
意対象発生時間間隔（例えば、１０分）及び累積ポイント閾値（例えば２ポイント）に関
する情報が含まれる。
【００８８】
　指示端末５０は、送受信部５１において第一監視情報ｄ１及び／又は第二監視情報ｄ２
を受信すると、判定処理部５３において、各監視情報（ｄ１，ｄ２）に含まれるポイント
値を加算する処理を行い、累積ポイント値を算出して記憶部５２に記憶する。そして、判
定処理部５３は、現在時刻を含む過去の注意対象発生時間間隔内（１０分間）に、累積ポ
イント値が記憶部５２に記憶された累積ポイント閾値に達した場合には、要注意判定条件
を満たすと判定し、動画カット指示信号ｃｉを生成し、送受信部５１から撮像装置４０に
対して送信する。
【００８９】
　例えば、累積ポイント値が０ポイントある場合において、ある時刻Ｔ１に２ポイントに
対応する第一監視情報ｄ１を受信し、その２分後の時刻Ｔ２に５ポイントに対応する第二
監視情報ｄ２を受信すると、この時点において累積ポイント値は７ポイントである。そし
て、時刻Ｔ２から、時刻Ｔ１から１０分後の時刻Ｔ３までの間に監視情報（ｄ１，ｄ２）
を受信しなかった場合、時刻Ｔ３において、累積ポイント値は５ポイントに更新される。
更に、時刻Ｔ３から、時刻Ｔ２から１０分後の時刻Ｔ４までの間に監視情報（ｄ１，ｄ２
）を受信しなかった場合、時刻Ｔ４において、累積ポイント値は０ポイントに更新される
。
【００９０】
　上述したように、撮像装置４０は、指示端末５０からの動画カット指示信号ｃｉを受信
すると、記憶部４３に格納されている連続動画情報ｄＭＬから、この動画カット指示信号
ｃｉを受信した時刻を含む所定の時間幅の情報を抽出して、短時間動画情報ｄｍｓを生成
し、指示端末５０に対して送信する。
【００９１】
　指示端末５０は、送受信部５１において、撮像装置４０からの短時間動画情報ｄｍｓを
受信すると、運転者２を識別するための識別情報ｄｉと共に、短時間動画情報ｄｍｓをサ
ーバ６０に対して送信する。例えば、指示端末５０の記憶部５２において、当該指示端末
５０が搭載されている対象車両１０を識別するための情報（車両番号など）が記憶されて
いるものとしても構わないし、運転者２の情報（社員ＩＤなど）が記憶されているものと
しても構わない。特に、指示端末５０が各運転者２に割り与えられているスマートフォン
である場合には、運転者２の社員ＩＤなどが記憶部５２に記憶されているものとすること
ができる。
【００９２】
　＜サーバ６０＞
　図１に示されるように、本実施形態において、サーバ６０は、送受信部６１、記憶部６
２、及び通知情報作成部６３を備える。送受信部６１は、電気通信回線を介して受信した
データを演算可能な態様に変換すると共に、データを所定の送受信可能な態様に変換して
電気通信回線を介して送信する処理手段である。記憶部６２は、フラッシュメモリ、ハー
ドディスクなどの記憶媒体で構成される。通知情報作成部６３は、取得した情報に基づい
て所定の信号処理（演算）を行う演算処理部であり、専用のソフトウェア及び／又はハー
ドウェアで構成される。
【００９３】
　図９を参照して上述したように、サーバ６０は、指示端末５０から、識別情報ｄｉに関
連付けられた状態で短時間動画情報ｄｍｓが送信されると、送受信部６１においてこの情
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報を受信して、記憶部６２に格納する。記憶部６２には、識別情報ｄｉ毎に、指示端末５
０から送信された短時間動画情報ｄｍｓが格納される。なお、短時間動画情報ｄｍｓには
、図８に図示されるように、撮像された時刻に関する情報（以下、「日時情報ｄＴ」とい
う）が含まれる。図８の例では、日時情報ｄＴとは、時刻「Ｔ－５秒」から時刻「Ｔ＋３
秒」までの内容を表している。
【００９４】
　例えば、識別情報ｄｉとして「０００１」という符号が付された運転者２に関し、２０
１８年２月１日１３時１０分２０秒から同日１３時１０分２８秒までの８秒間に係る短時
間動画情報ｄｍｓ、及び、２０１８年２月１日１７時１２分１８秒から同日１７時１２分
２６秒までの８秒間に係る短時間動画情報ｄｍｓが作成された場合、記憶部６２には、図
１０に例示されるようなデータが格納される。図１０では、識別情報ｄｉ、日時情報ｄＴ
としての撮像開始時刻及び動画時間に係るデータ、及び当時間に係る短時間動画情報ｄｍ
ｓが関連付けられた状態で記憶部６２に格納される場合が図示されている。
【００９５】
　通知情報作成部６３は、所定のタイミングで、識別情報ｄｉ毎に、記憶部６２に格納さ
れた短時間動画情報ｄｍｓのアドレス情報ｄＡＤを記載したデータを作成し、送受信部６
１から管理者端末８０に対して送信する。
【００９６】
　例えば、通知情報作成部６３は、識別情報ｄｉに対応する運転者２が当日の運行業務が
完了したタイミングで、当該識別情報ｄｉに関連付けられた、同日付で受信した短時間動
画情報ｄｍｓが記憶部６２に格納されているか否かを検索し、格納されている場合には記
憶部６２内における格納先のアドレス情報ｄＡＤを記載したデータを作成する。なお、こ
の時点において、例えば図１０に図示されるように同日付で受信した短時間動画情報ｄｍ
ｓが複数存在する場合、これら全てのアドレス情報ｄＡＤを記載したデータを作成するも
のとして構わない。
【００９７】
　＜管理者端末８０＞
　管理者端末８０は、サーバ６０に対して通信可能な機器であれば、その態様には限定さ
れず、例えば、スマートフォン、タブレットＰＣ、ノートブックＰＣ、デスクトップＰＣ
などの汎用機器、又は管理支援システム１に係る専用の端末で構成される。管理者端末８
０は、サーバ６０の設置場所とは離れた位置に保管されているか、又は管理者によって保
有（携帯）されているものとすることができる。
【００９８】
　図１に示されるように、管理者端末８０は、サーバ６０との間で情報の送受信を行う送
受信部８１、受信した情報に基づいて表示用の情報を作成する表示処理部８２と、及び表
示処理部８２が作成した情報を表示する表示部８３とを備える。送受信部８１は、電気通
信回線を介して受信したデータを演算可能な態様に変換すると共に、データを所定の送受
信可能な態様に変換して電気通信回線を介して送信する処理手段である。表示処理部８２
は、取得した情報に基づいて所定の信号処理（演算）を行う演算処理部であり、専用のソ
フトウェア及び／又はハードウェアで構成される。表示部８３は、モニタ画面に対応する
。例えば管理者端末８０がスマートフォンで構成される場合のように、表示部８３と管理
者端末８０とが一体で構成されていても構わないし、管理者端末８０がデスクトップＰＣ
で構成される場合のように、表示部８３と管理者端末８０とが別体で構成されていても構
わない。
【００９９】
　上述したように、サーバ６０は、所定のタイミングで、識別情報ｄｉ毎に、記憶部６２
に格納された短時間動画情報ｄｍｓのアドレス情報ｄＡＤを記載したデータを作成し、管
理者端末８０に対して送信する。この情報は、例えばｅメール形式でサーバ６０から管理
者端末８０に対して送信されるものとすることができる。この場合、サーバ６０の記憶部
６２には、予め管理者端末８０の連絡先メールアドレスが記憶されているものとして構わ
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ない。更に、運転者２を多数雇用している運送業者において、管理者端末８０を保有する
管理者（運行管理者）が複数名存在する場合には、管理者端末８０の連絡先メールアドレ
スが、運転者２の識別情報ｄｉに関連付けられた状態で、サーバ６０の記憶部６２に記憶
されているものとしても構わない。
【０１００】
　管理者端末８０は、送受信部８１において、短時間動画情報ｄｍｓのアドレス情報ｄＡ
Ｄが記載された情報を受信すると、表示処理部８２が所定の表示用処理を行って、表示部
８３に当該内容を表示する。図１１は、表示部８３に表示される内容の一例である。図１
１に示される例では、該当する運転者２を特定する情報（ここでは識別番号ｄｉ）、該当
する日にち、及び各短時間動画情報ｄｍｓのアドレス情報ｄＡＤが表示部８３に表示され
る。
【０１０１】
　管理者は、管理者端末８０の表示部８３の表示内容を確認すると、アドレス情報ｄＡＤ
をクリック又はタッチすることで、該当する短時間動画情報ｄｍｓが記憶されているサー
バ６０の記憶部６２の格納領域にアクセスすることができる。サーバ６０は、必要に応じ
て管理者端末８０との間で認証手続きを行った後、該当する短時間動画情報ｄｍｓを管理
者端末８０に向けて送信する。これにより、管理者は、管理者端末８０の表示部８３上に
表示される短時間動画情報ｄｍｓを確認することができる。
【０１０２】
　更に、管理者は、短時間動画情報ｄｍｓのアドレス情報ｄＡＤを記載したデータ（ｅメ
ール）を、運転者２が個人的に携帯する携帯端末（不図示）、又は指示端末５０に転送す
ることができる。運転者２は、前記端末上で転送されたメールを確認し、リンク先にアク
セスすることで、必要に応じてサーバ６０との間で認証手続きを行った後、該当する短時
間動画情報ｄｍｓを前記端末上で視認することができる。
【０１０３】
　なお、サーバ６０に対するアクセス権限を、管理者端末８０を初めとする特定の端末に
限定したい場合がある。かかる場合には、管理者は、短時間動画情報ｄｍｓそのもののデ
ータを、運転者２が個人的に携帯する携帯端末（不図示）、又は指示端末５０に送信する
ものとしても構わない。本実施形態の例では、一つの短時間動画情報ｄｍｓは、８秒間の
動画情報であり、その容量は極めて小さいものである。仮に、短時間動画情報ｄｍｓを１
０秒程度のものとし、且つ、同一の運転者２に関して、該当する短時間動画情報ｄｍｓが
５個作成されたとしても、その動画情報は合計で高々５０秒程度のものとなる。よって、
このような短時間動画情報ｄｍｓであれば、データそのものを添付して管理者端末８０か
ら運転者２が個人的に携帯する携帯端末又は指示端末５０に送信することが可能である。
【０１０４】
　＜フローチャート＞
　図１２は、本実施形態の管理支援システム１の処理フローを模式的に示すフローチャー
トである。内容が重複するため、簡略化して説明する。
【０１０５】
　対象車両１０の走行中、第一監視装置２０は対象車両１０の走行状態を監視し、第二監
視装置３０は運転者２の運転時体調状態を監視する。これらの監視は、対象車両１０の走
行時に常時行われるものとして構わない。
【０１０６】
　また、対象車両１０の走行中、撮像装置４０は連続動画情報ｄＭＬの撮像、記録を行う
。
【０１０７】
　第一監視装置２０は、対象車両１０の走行状態が上述した第一監視条件を満たしている
と判定すると（ステップＳ１）、この時点における対象車両１０の走行状態を示す第一監
視情報ｄ１を指示端末５０に対して送信する。同様に、第二監視装置３０は、運転者２の
運転時体調状態が第二監視条件を満たしていると判定すると（ステップＳ２）、この時点
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における運転者２の運転時体調状態を示す第二監視情報ｄ２を指示端末５０に対して送信
する。
【０１０８】
　指示端末５０は、各監視情報（ｄ１，ｄ２）を受信すると、判定処理部５３において、
現時点において記憶部５２に記憶された要注意判定条件を満たすか否かの判定を行う（ス
テップＳ１１）。そして、要注意判定条件を満たしていることが確認されると、指示端末
５０は、撮像装置４０に対して動画カット指示信号ｃｉを送信する。
【０１０９】
　撮像装置４０は、動画カット指示信号ｃｉを受信すると、記憶部４３に格納されている
連続動画情報ｄＭＬから、この動画カット指示信号ｃｉを受信した時刻を含む所定の時間
幅の情報を抽出して、短時間動画情報ｄｍｓを生成する（ステップＳ２１）。そして、撮
像装置４０は、この短時間動画情報ｄｍｓを指示端末５０に対して送信する。
【０１１０】
　指示端末５０は、撮像装置４０から送信された短時間動画情報ｄｍｓを受信すると、当
該短時間動画情報ｄｍｓを、運転者２を識別するための識別情報ｄｉと共にサーバ６０に
対して送信する（ステップＳ１２）。サーバ６０は、この短時間動画情報ｄｍｓを、識別
情報ｄｉに関連付けた状態で記憶部６２に格納する（ステップＳ３１）。
【０１１１】
　サーバ６０は、所定のタイミングで、識別情報ｄｉ毎に、記憶部６２に格納された短時
間動画情報ｄｍｓのアドレス情報ｄＡＤを記載したデータを作成する（ステップＳ３２）
。そして、サーバ６０は、このアドレス情報ｄＡＤを管理者端末８０に対して送信する。
【０１１２】
　管理者は、管理者端末８０を操作して、サーバ６０の記憶部６２内における当該アドレ
ス情報ｄＡＤに対応した記憶領域に対してアクセスを試みる（ステップＳ４１）。サーバ
６０と管理者端末８０との間で通信状態が正しく構築されると（ステップＳ３３）、サー
バ６０の記憶部６２内のアドレス情報ｄＡＤに対応した記憶領域に記憶されていた短時間
動画情報ｄｍｓが、管理者端末８０に対して送信される。
【０１１３】
　上記構成によれば、予め第一監視装置２０及び第二監視装置３０によって、運転者２の
運転状態が要注意レベル、すなわちヒヤリ・ハット事象相当であると判定された場合にお
ける、動画情報がサーバ６０内に格納される。しかも、この動画情報は、予め要注意レベ
ルであると判定された時点を含む前後所定の時間に係る短時間動画情報ｄｍｓとして、サ
ーバ６０内に格納されている。すなわち、サーバ６０には、本実施形態に係る管理支援シ
ステム１においてヒヤリ・ハット事象相当の運転状態であると判断された事象のみが、自
動的に短時間動画として格納される。このため、管理者は、管理者端末８０の表示部８３
を介して、例えば日常業務期間内に、該当する動画を容易に確認することができる。
【０１１４】
　そして、この短時間動画情報ｄｍｓは、ヒヤリ・ハット事象相当の運転状態であると判
断された事象を含む部分のみが抽出された動画であるため、その容量は極めて小さい。こ
のため、例えば管理者は、管理者端末８０から短時間動画情報ｄｍｓそのものを運転者２
が保有する携帯端末、又は指示端末５０に対して送信することで、運転者２に対して当日
の業務終了後や翌日といった比較的近い日に、日常業務に対する支障を抑制した状態で、
該当する動画を確認させることができる。これにより、運転者２に対して運転意識の向上
を図らせることができる。
【０１１５】
　なお、上述したように、管理者は、管理者端末８０から、短時間動画情報ｄｍｓのアド
レス情報ｄＡＤを記載したデータを、運転者２が個人的に携帯する携帯端末又は指示端末
５０に送信し、運転者２が当該端末を操作してサーバ６０にアクセスすることで、該当す
る短時間動画情報ｄｍｓを視認させるものとしても構わない。
【０１１６】
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　＜別構成例＞
　以下、本実施形態における別の構成例について説明する。
【０１１７】
　（１）　本実施形態において、撮像装置４０において作成された短時間動画情報ｄｍｓ
は、指示端末５０に対して送信された後、指示端末５０より識別情報ｄｉに関連付けられ
た状態でサーバ６０に対して送信されるものとして説明した。しかしながら、撮像装置４
０が、サーバ６０に対して通信可能な構成である場合には、撮像装置４０から直接、短時
間動画情報ｄｍｓを、識別情報ｄｉに関連付けた状態でサーバ６０に対して送信するもの
としても構わない。この場合、必ずしも指示端末５０からサーバ６０に対して短時間動画
情報ｄｍｓが送信されなくても構わない。また、上記ではサーバ６０から管理者端末８０
に対して短時間動画情報ｄｍｓのアドレス情報ｄＡＤを記載したデータを送信する例を説
明したが、サーバ６０から短時間動画情報ｄｍｓそのものを管理者端末８０に対して直接
送信するものとしても構わない。
【０１１８】
　（２）　図１３Ａ及び図１３Ｂに示されるように、各監視装置（２０，３０）が、対象
車両１０内に警告信号を出力する警告出力部（２３，３３）を備えるものとしても構わな
い。
【０１１９】
　第一監視装置２０は、判定部２２において、対象車両１０の走行状態が上述した第一監
視条件を満たすことが判定されると、警告出力部２３から対象車両１０内に対して警告信
号（第一警告信号）を出力する。同様に、第二監視装置３０は、判定部３２において、運
転者２の運転時体調状態が上述した第二監視条件を満たすことがと判定されると、警告出
力部３３から対象車両１０内に対して警告信号（第二警告信号）を出力する。
【０１２０】
　警告出力部２３及び警告出力部３３は、対応する音声信号、又は文字若しくは画像信号
を生成し、出力する手段であり、専用のソフトウェア及び／又はハードウェアで構成され
る。
【０１２１】
　第一警告信号及び第二警告信号は、運転者２に認識可能な態様であればよく、例えば、
各監視装置（２０，３０）又は対象車両１０に搭載されたスピーカから出力される音声信
号であっても構わないし、各監視装置（２０，３０）又は対象車両１０に搭載された画面
上に出力される、文字又は画像信号であっても構わない。また別の例としては、運転者２
が着座するシートに対して出力されるバイブレータからの振動信号であっても構わない。
更には、各監視装置（２０，３０）と運転者２が保有する携帯端末（スマートフォン）と
が通信可能に構成されている場合には、運転者２のスマートフォンに対して音声信号や文
字・画像信号が出力される構成としても構わない。
【０１２２】
　その際、第一警告信号及び第二警告信号に警告の内容を示す情報が含まれるものとして
も構わない。例えば第一監視装置２０によって、上記判定値１－１に対応する走行状態で
あると判定されると、対象車両１０が左側に対して車線をはみ出した旨の音声信号がスピ
ーカより出力されるものとしても構わないし、対象車両１０が左側に対して車線をはみ出
した旨の文字情報や画像情報が画面上に表示されるものとしても構わない。また、例えば
第二監視装置３０によって、上記判定値３－７に対応する走行状態であると判定されると
、運転者２に眠気が感じられる旨の音声信号がスピーカより出力されるものとしても構わ
ないし、運転者２に眠気が感じられる旨の文字情報や画像情報が画面上に表示されるもの
としても構わない。
【０１２３】
　運転者２は、対象車両１０内において、第一警告信号に対応する音声や文字・画像情報
を認知することで、走行状態が第一警告条件を満たすような運転をしていたことを認識す
る。これにより、運転者２に対して、以後の運転に対して留意するように働き掛けがなさ
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れる。また、運転者２は、対象車両１０内において、第二警告信号に対応する音声や文字
・画像情報を認知することで、自己が眠気や疲労感に襲われていることを認識させられ、
意識が覚醒する。これにより、例えば運転者２に対して、自発的に休憩を促すよう働き掛
けがなされる。
【０１２４】
　（３）要注意判定条件は、予めサーバ６０の記憶部６２に記憶されており、例えば運転
者２が運転を開始するタイミング、又は指示端末５０を運転前に操作することで、指示端
末５０がサーバ６０の記憶部６２から要注意判定条件を読み出して、指示端末５０の記憶
部５２に格納されるものとしても構わない。なお、このとき、要注意判定条件が、運転者
２の識別情報ｄｉ毎にサーバ６０の記憶部６２に記憶されているものとしても構わない。
この場合、運転者２の識別情報ｄｉに対応した要注意判定条件が、サーバ６０の記憶部６
２から読み出されて指示端末５０の記憶部５２に格納される。
【０１２５】
　［第二実施形態］
　本発明に係る管理支援システムの第二実施形態につき、第一実施形態と異なる箇所を中
心に説明する。図１４は、本実施形態の管理支援システム１の全体構成を模式的に示すブ
ロック図であり、図１と同様に、対象車両１０、サーバ６０、及び管理者端末８０を備え
て構成される。なお、本実施形態では、第一実施形態と異なり、対象車両２、より詳細に
は指示端末５０からサーバ６０に対して要監視通知情報ｄａが送信される。
【０１２６】
　図１５は、本実施形態に係る管理支援システム１が行う処理を模式的に示すフローチャ
ートである。なお、図１５では、紙面の都合上、図１２に図示されていた一部の処理内容
（ステップＳ１１、Ｓ１２、Ｓ３１、Ｓ３２、Ｓ３３、Ｓ４１）が図示されていないが、
本実施形態は、上記各処理に加えて、図１５に図示された処理（ステップＳ１３、Ｓ１４
、Ｓ３３）が行われる形態である。
【０１２７】
　指示端末５０は、記憶部５２において、上述した運転者２の運転状態が要注意レベルで
あるかどうかを判定するための要注意判定条件に加えて、運転者２の運転状態が要注意レ
ベルよりも深刻な要監視レベルであるかどうかを判定するための要監視判定条件を記憶し
ている。
【０１２８】
　上述したように、要注意判定条件の例としては、注意対象発生時間間隔（例えば、１０
分）及び累積ポイント閾値（例えば２ポイント）に関する情報が含まれる。これに対し、
要監視判定条件の例としては、監視対象発生時間間隔（例えば、１０分）及び累積ポイン
ト閾値（例えば１０ポイント）に関する情報が含まれる。すなわち、この例では、監視対
象発生時間間隔が注意対象発生時間間隔と同じ１０分間に設定されており、要監視判定条
件に係る累積ポイント値が、要注意判定条件に係る累積ポイント閾値よりも高い値に設定
されている。なお、本実施形態では、要注意判定条件として設定されている累積ポイント
閾値を「要注意累積ポイント閾値」と称し、要監視判定条件として設定されている累積ポ
イント閾値を「要監視累積ポイント閾値」と称する。
【０１２９】
　なお、ここでは、監視対象発生時間間隔が注意対象発生時間間隔と同じ時間に設定され
ている場合を例に挙げて説明するが、少なくとも、要監視判定条件が要注意判定条件より
も発生しにくい条件（危険度が高いと判定される条件）に設定されていれば、両者の時間
間隔は異なっていても構わない。
【０１３０】
　指示端末５０は、第一実施形態で説明したのと同様に、送受信部５１において第一監視
情報ｄ１及び／又は第二監視情報ｄ２を受信すると、判定処理部５３において、各監視情
報（ｄ１，ｄ２）に含まれるポイント値を加算する処理を行い、累積ポイント値を算出し
て記憶部５２に記憶する。
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【０１３１】
　第一実施形態と同様、判定処理部５３は、現在時刻を含む過去の注意対象発生時間間隔
内（１０分間）に、累積ポイント値が記憶部５２に記憶された要注意累積ポイント閾値に
達した場合には、要注意判定条件を満たすと判定し、動画カット指示信号ｃｉを生成し、
送受信部５１から撮像装置４０に対して送信する。
【０１３２】
　更に、本実施形態では、判定処理部５３は、現在時刻を含む過去の監視対象発生時間間
隔内（１０分間）に、累積ポイント値が記憶部５２に記憶された要監視累積ポイント閾値
に達しているかどうかの判定を行う（ステップＳ１３）。要監視判定条件は、要注意判定
条件よりも厳しく設定されているため、要監視判定条件が成立するということは、必然的
に要注意判定条件が成立する。このため、図１２を参照して説明したのと同様に、指示端
末５０は、撮像装置４０に対して動画カット指示信号ｃｉを送信する。
【０１３３】
　第一実施形態と同様に、撮像装置４０は、動画カット指示信号ｃｉを受信すると、記憶
部４３に格納されている連続動画情報ｄＭＬから、この動画カット指示信号ｃｉを受信し
た時刻を含む所定の時間幅の情報を抽出して、短時間動画情報ｄｍｓを生成し（ステップ
Ｓ２１）。この短時間動画情報ｄｍｓを指示端末５０に対して送信する。
【０１３４】
　指示端末５０は、撮像装置４０から送信された短時間動画情報ｄｍｓを受信すると、直
前のステップＳ１３において要監視判定条件が成立していることを認識しているため、当
該短時間動画情報ｄｍｓを、運転者２を識別するための識別情報ｄｉ、及び要監視通知情
報ｄａと共にサーバ６０に対して送信する（ステップＳ１４）。
【０１３５】
　サーバ６０は、短時間動画情報ｄｍｓを、識別情報ｄｉに関連付けた状態で記憶部６２
に格納する（ステップＳ３３）。更に、サーバ６０は、この短時間動画情報ｄｍｓに要監
視通知情報ｄａが関連付けられていることを確認すると、通知情報作成部６３は、直ちに
当該短時間動画情報ｄｍｓを添付した送信用データを作成し、送受信部６１から管理者端
末８０に対して送信する。
【０１３６】
　管理者端末８０は、送受信部８１においてこの情報を受信すると、表示処理部８２が所
定の表示用処理を行って、表示部８３に当該内容を表示する。図１６は、表示部８３に表
示される内容の一例である。図１６の例では、該当する運転者２を特定する情報（ここで
は識別番号ｄｉ）、要監視レベルに達したことを示す情報、該当する時刻、及び対象とな
る短時間動画情報ｄｍｓの添付データが表示部８３に表示されている。
【０１３７】
　管理者は、管理者端末８０の表示部８３の表示内容を確認すると、添付された短時間動
画情報ｄｍｓを開くことで、直ちに該当する時刻における運転者２の運転状況を視認する
ことができる。
【０１３８】
　かかる構成によれば、運転者の運転状態が、要注意レベルを超えて要監視レベルである
ような場合にのみ、管理者端末８０に対して、その旨の通知と該当事象に対応した短時間
動画情報そのものが、ほぼ近似的なリアルタイム状況で通知される。管理者は、管理者端
末８０に対する当該通知を検知すると、直ちに対応する動画を確認することで、運転者の
運転状態をほぼ近似的なリアルタイム状況で把握することができる。かかる動画情報を確
認した後、管理者は、必要に応じて、例えば、携帯電話、無線通信などの手段を用いて運
転者２に対して現在の体調などの確認することができる。
【０１３９】
　なお、本実施形態において、管理者端末８０の表示部８２に、所定の操作ボタンを表示
させ、当該操作ボタンを押下することで、対応する運転者２の携帯電話、又は運転者２が
運転している対象車両１０に搭載されている無線通信機器に対して連絡を取ることができ
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る構成としても構わない。
【０１４０】
　これにより、管理者は、運転者２の運転状態が真に監視が必要な状態である場合に、該
当する状況の動画を確認した上で、運転者２に対して確認・連絡を行うことができるため
、運転者の個々の状況に応じて適切な指示が行える。また、上述したように、短時間動画
情報ｄｍｓは、短時間に係る動画情報であるため、そのサイズは十分小さく、ｅメールな
どの方法でサーバ６０から管理者端末８０に対して添付送信することが可能である。
【０１４１】
　ただし、本実施形態においても、第一実施形態と同様に、短時間動画情報ｄｍｓそのも
のではなく、該当する短時間動画情報ｄｍｓが格納されている記憶部６２内のアドレス情
報ｄＡＤが送信されるものとしても構わない。
【０１４２】
　また、本実施形態において、指示端末５０は、サーバ６０に対して該当する短時間動画
情報ｄｍｓを送信すると共に、当該運転者２を管理する対象となる管理者端末８０に対し
て直接短時間動画情報ｄｍｓを送信するものとしても構わない。この場合、指示端末５０
は、サーバ６０の通知情報作成部６３と同様に、例えば図１６に図示されるような通知情
報を作成する機能を備えているものとして構わない。
【０１４３】
　なお、要監視判定条件は、要注意判定条件と共に、予め指示端末５０の記憶部５２に記
憶されているものとしても構わないし、運転者２の運転開始前に、サーバ６０の記憶部６
２に記憶されていた前記各条件を指示端末５０がサーバ６０からダウンロードして記憶部
５２に記憶するものとしても構わない。
【０１４４】
　更に、予めサーバ６０の記憶部６２において、運転者２毎に、業務計画に関する情報が
記憶されている場合には、サーバ６０から、短時間動画情報ｄｍｓを添付した送信用デー
タと共に、業務計画に関する情報が管理者端末８０に対して送信されるものとしても構わ
ない。例えば、今回通知された要監視通知情報ｄａの時刻と、業務計画に関する情報とを
照合し、例えば現在Ａ地点からＢ地点に向かって進行中である旨を管理者端末８０の表示
部８３に表示させることができる。
【０１４５】
　［第三実施形態］
　本発明に係る管理支援システムの第三実施形態につき、第二実施形態と異なる箇所を中
心に説明する。図１７は、本実施形態の管理支援システム１の全体構成を模式的に示すブ
ロック図であり、図１と同様に、対象車両１０、サーバ６０、及び管理者端末８０を備え
て構成される。
【０１４６】
　なお、本実施形態では、第二実施形態と異なり、対象車両２、より詳細には指示端末５
０からサーバ６０に対して各監視情報（ｄ１，ｄ２）が送信される。また、サーバ６０は
、追加的に条件補正処理部６４を備える。図１８は、本実施形態の管理支援システム１の
処理フローを模式的に示すフローチャートである。図１９は、本実施形態の指示端末５０
の構成を、同指示端末５０が送受信するデータと共に模式的に示す図面である。
【０１４７】
　なお、図１８では、図１５を参照して第二実施形態において上述した各ステップ（ステ
ップＳ１３、Ｓ１４、Ｓ３３）が図示されていないが、これは紙面の都合上によるもので
あって、これらのステップＳ１３、Ｓ１４、Ｓ３３についても実施されるものとしても構
わない。
【０１４８】
　指示端末５０は、各監視装置（２０，３０）から各監視情報（ｄ１，ｄ２）を受信する
と、送受信部５１からサーバ６０に対して、運転者２の識別情報ｄｉと関連付けた状態で
、各監視情報（ｄ１，ｄ２）を送信する（ステップＳ１５）。なお、指示端末５０におい
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て、判定処理部５３が要注意判定条件及び要監視判定条件が成立しているか否かの判定を
行うのは、上記実施形態と同様である。
【０１４９】
　サーバ６０は、送信された各監視情報（ｄ１，ｄ２）を、運転者２の識別情報ｄｉに関
連付けた状態で記憶部６２に記憶する（ステップＳ３５）。そして、条件補正処理部６４
は、例えば、過去の監視情報（ｄ１，ｄ２）に基づいて、ＡＩ処理によって適切な要注意
判定条件や要監視判定条件の累積ポイント閾値に関する情報を補正する（ステップＳ３６
）。
【０１５０】
　例えば、サーバ６０の記憶部６２には、同運転者２が走行した過去の時点における天候
の状況や、道路の状況などが記憶されている場合には、これらの情報も加味して要注意判
定条件や要監視判定条件の累積ポイント閾値に関する情報が補正されるものとすることが
できる。
【０１５１】
　上記構成によれば、記憶部６２には、運転者２の識別情報ｄｉ別に、運転者２の過去の
傾向に応じた要注意判定条件や要監視判定条件に係る情報が記憶される。指示端末５０は
、所定のタイミングで、サーバ６０の記憶部６２から、運転者２の要注意判定条件や要監
視判定条件に係る情報を読み出して、記憶部５２に格納する。このように、本実施形態の
態様では、要注意判定条件や要監視判定条件が、運転者２の過去の傾向に応じて設定され
るため、より運転者２の特性に応じた運転状態の管理が可能となる。
【０１５２】
　なお、図１８の例では、サーバ６０の条件補正処理部６４は、上記の要注意判定条件や
要監視判定条件に係る情報に対して逐次補正処理を行って記憶部６２に情報を更新するも
のとして説明したが、条件補正処理部６４が所定のタイミング（例えば１日につき１回）
で補正処理を行って、記憶部６２に情報を更新するものとしても構わない。後者の場合、
運転者２の運行前に、サーバ６０の条件補正処理部６４が、当該運転者２の要注意判定条
件や要監視判定条件に係る情報に対して補正処理を行って、記憶部６２に該当する情報を
更新するものとすることができる。
【０１５３】
　なお、サーバ６０の条件補正処理部６４が、運転者２の運行前に、当該運転者２の要注
意判定条件や要監視判定条件に係る情報に対して補正処理を行う場合には、運転者２の運
転前の体調状態に関する情報を考慮することもできる。例えば、運転者２によって、対象
車両１０の運転を行う前の体調状態（運転前体調状態）に関する情報の取得処理が行われ
る。この情報としては、例えば、運転者２の体温、血圧、自律神経、脈波、心拍数、血中
酸素濃度などを利用することができる。これら、運転者２の運転前体調状態を計測する装
置を、以下では、「運転前体調測定装置」と呼ぶ。この運転前体調測定装置は、対象車両
１０が駐車されている営業所などに常設しておいても構わないし、各対象車両１０に搭載
されていても構わない。また、運転前体調測定装置は、単一の装置であっても、複数の装
置群であっても構わない。
【０１５４】
　運転前体調測定装置は、運転者２の運転前における各種生体信号を計測すると、この生
体信号をサーバ６０に対して送信する。サーバ６０は、運転者２の運転前における各種生
体信号を、記憶部６２に記憶させる。すなわち、運転前体調測定装置はサーバ６０との間
で無線通信が可能に構成されている。なお、少なくとも、運転前体調測定装置によって測
定された各種生体信号がサーバ６０に対して送信可能な態様であれば、必ずしも運転前体
調測定装置が通信手段を備えていなくても構わない。
【０１５５】
　サーバ６０の記憶部６２には、運転者２の過去の各種生体信号が記憶されている。更に
、運転者２の過去の運転前及び運転後の各種生体信号あるいは生体信号の傾向が記憶され
ていてもよい。条件補正処理部６４は、記憶部６２から運転者２の各種生体信号を読み出
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すと共に、現時点における運転者２の体調状態（以下、「運転前体調状態」という。）を
判定する。例えば、運転前に送信された運転者２の体温が、運転者２の過去の平均体温か
ら２℃以上高い場合には、運転者２の運転前体調状態が要注意状態であると判定する。ま
た、別の例として、図２０に示す表の条件に基づいて、運転前に送信された運転者２の自
律神経の状態を評価し、運転者２の運転前体調状態が要注意状態であるか否かを判定する
。また、更に別の例として、運転前の生体信号から運転後の生体信号の傾向を予測し、運
転前体調状態が注意状態であるか否かを判定する。
【０１５６】
　なお、図２０において、「ＬＦ」は交感神経を反映する指標に対応し、「ＨＦ」は副交
感神経を反映する指標に対応する。また、偏差値Ｔｉは、自律神経機能全体の働きを示す
値（ＴＰ）を心拍数で補正した値（ｃｃｖＴＰ）を、運転者２の年齢で偏差値化した値で
ある。図２０に示すＬＦ、ＨＦ、及び偏差値Ｔｉの各値は、いずれも運転前体調測定装置
によって測定された運転者２の脈波、心拍などの生体信号の値に基づいて、条件補正処理
部６４によって演算処理によって算出可能である。なお、サーバ６０の記憶部６２は、各
運転者２の年齢に関する情報が記憶されているものとすることができる。
【０１５７】
　条件補正処理部６４は、例えば、運転者２の運転前体調状態が「要注意」であると判定
した場合には、記憶部６２に記憶されている、運転者２の要注意判定条件や要監視判定条
件を補正する。より具体的には、例えば要注意累積ポイント閾値や要監視累積ポイント閾
値を少なくする補正を行う。これにより、短時間動画情報ｄｍｓが作成される頻度が高ま
ったり、管理者端末８０に対して要監視通知情報ｄａが通知される頻度（すなわち、要監
視判定条件が成立する頻度）が高まる。特に、管理者端末８０に対して要監視通知情報ｄ
ａが送信される条件（要監視判定条件）が厳格化されるため、管理者は、運転前体調状態
が要注意と判断されている運転者２に対して、より注力して管理することができる。
【０１５８】
　なお、図２０におけるｎ１、ｎ２、及びｎ３の各値は、運転者２の運転前体調状態に応
じて適宜設定されるものとしても構わないし、予め定められた規定値であっても構わない
。
【０１５９】
　［別実施形態］
　以下、別実施形態について説明する。
【０１６０】
　〈１〉上述した要注意判定条件や要監視判定条件は、あくまで一例であり、本発明はこ
の内容に限定されない。
【０１６１】
　〈２〉撮像装置４０によって撮像が禁止されている領域内に対象車両１０が存在してい
る場合、撮像装置４０による撮像が自動的に停止されるか、又は撮像装置４０に対して自
動的にマスクが施されるものとしても構わない。具体的には、対象車両１０にカーナビゲ
ーションシステム（不図示）が導入されている場合、このカーナビゲーションシステムに
予め、撮像禁止領域が登録されているものとすることができる。そして、カーナビゲーシ
ョンシステムによって、同撮像禁止領域内に対象車両１０が存在していることが検知され
ると、カーナビゲーションシステムから撮像装置４０に対してその旨の信号が通知される
ことで、撮像装置４０からの撮像が自動的に停止又は無効化されるものとすることができ
る。
【０１６２】
　〈３〉本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる
。例えば、上記した実施形態は本発明のより良い理解のために詳細に説明したのであり、
必ずしも説明の全ての構成を備えるものに限定されるものではない。本発明の範囲は特許
請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が
含まれることが意図される。
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【符号の説明】
【０１６３】
　　　　１　　　：　　管理支援システム
　　　　２　　　：　　運転者
　　　１０　　　：　　対象車両
　　　２０　　　：　　第一監視装置
　　　２１　　　：　　検知部
　　　２２　　　：　　判定部
　　　２３　　　：　　警告出力部
　　　２４　　　：　　送信部
　　　３０　　　：　　第二監視装置
　　　３１　　　：　　検知部
　　　３２　　　：　　判定部
　　　３３　　　：　　警告出力部
　　　３４　　　：　　送信部
　　　４０　　　：　　撮像装置
　　　４１　　　：　　送受信部
　　　４２　　　：　　撮像部
　　　４３　　　：　　記憶部
　　　４４　　　：　　映像処理部
　　　５０　　　：　　指示端末
　　　５１　　　：　　送受信部
　　　５２　　　：　　記憶部
　　　５３　　　：　　判定処理部
　　　６０　　　：　　サーバ
　　　６１　　　：　　送受信部
　　　６２　　　：　　記憶部
　　　６３　　　：　　通知情報作成部
　　　６４　　　：　　条件補正処理部
　　　８０　　　：　　管理者端末
　　　８１　　　：　　送受信部
　　　８２　　　：　　表示処理部
　　　８３　　　：　　表示部
　　　ｃｉ　　　：　　動画カット指示信号
　　　ｄ１　　　：　　第一監視情報
　　　ｄ２　　　：　　第二監視情報
　　　ｄａ　　　：　　要監視通知情報
　　　ｄＡＤ　　：　　アドレス情報
　　　ｄｉ　　　：　　識別情報
　　　ｄＭＬ　　：　　連続動画情報
　　　ｄｍｓ　　：　　短時間動画情報
　　　ｄＴ　　　：　　日時情報
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